
 

 

 
 

 

第８回原子炉安全基本部会・第２回核燃料安全基本部会の 

審議結果報告 
 

令和３年１０月１３日 

原 子 力 規 制 庁 

 

 

令和３年９月１６日に開催された第８回原子炉安全基本部会・第２回核燃料安全基本部会の結果概要に

ついて、以下のとおり、報告する。 

 

１．開催日：令和３年９月１６日（木）１４：００～１７：００ 

 

２．出席者： 

原子炉安全専門審査会 原子炉安全基本部会 

 部会長       部会長代理 

関村 直人      中島 健 

審査委員 

大井川 宏之、勝田 忠広、小菅 厚子、高田 毅士、中川 聡子、芳原 新也、松尾 亜紀子、 

丸山 結、牟田 仁、村松 健、吉田 浩子、吉橋 幸子、米岡 優子 

（敬称略） 

   

核燃料安全専門審査会 核燃料安全基本部会 

 部会長       部会長代理 

山本 章夫      高木 郁二 

審査委員 

榎田 洋一、勝田 忠広、桐島 陽、黒﨑 健、小菅 厚子、角 美奈子、高田 毅士、中村 武彦、 

松尾 亜紀子、吉田 浩子、吉橋 幸子 

（敬称略） 

 

原子力規制庁 

櫻田原子力規制技監、大島原子力規制企画課長、田口安全規制管理官（実用炉担当）、 

古金谷検査監督総括課長 遠山技術基盤課長等 

 

  九州電力株式会社 

   本田原子力発電本部部長（安全・品質保証担当）等 

 

 

資料３ 
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３．議題 

（１）発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価について 

（２）原子力規制検査の実施状況について 

（３）国内外で発生した事故・トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析を踏まえた対応につ

いて 

（４）その他 

 

４．主な審議内容 

（１）発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価について 

原子力規制庁から、新たに追加された安全性の向上のための評価に係る調査審議事項及び安全性

向上評価制度並びに運用の概要について説明した。 

   また、九州電力株式会社（以下「九州電力」という。）から、令和３年６月に届出を行った川内

原子力発電所 1 号機の安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組、及び安全性向上評価

届出の課題について説明した（別添１（資料１－２）、別添２（資料１－３））。 

 

（審査委員からの主なコメントと原子力規制庁、九州電力からの回答1） 

＜安全性向上評価制度と他の規制制度との関係、安全性向上評価の活用に関するもの＞ 

 部会での審議の進め方については、調査審議事項を決定する際の原子力規制委員会において、

当該届出について事業者からの聴取に際して、事業者が自らの言葉で存分に語ることができて

いるかどうかという観点を重視すること、個別の話とならないよう広く議論をすべきだとコメ

ントがあったことを念頭において審議を進めたい。 

制度的な観点として、審査を経て稼働したプラントに対して、新検査制度が本格運用された

状況下で、安全性向上評価制度をどう考えていくべきか審議したい。また、事業者がリソース

をどのように活用し、事業者自らが的確に安全性の向上を行っていて、それが十分であるか、

また自主的な届出制度として今後も活用していけるのかという点について審議したい。さらに、

アメリカのFSARと比較すると、許認可の仕組みを場合によってはリプレイスするような情報、

あるいは許認可の枠組みに代わり得るようなものになるかという観点で、本制度を今後どのよ

うに発展させるかについて審議を進めたい。【関村部会長】 

 規制制度全体から見た際に、規制基準、検査制度と本届出制度の３つの柱があり、これらがう

まく連携してかみ合うことが非常に重要。 

九州電力は、これらの３つの制度がどのような関係にあるべきだと考え、この届出制度が全

体の枠組みの中でどういった役割を果たすべきと考えているか。そう考えた場合に、何か解決

すべき課題があるとすれば、説明があった４つの課題の中に入っているのか。【山本部会長】 

 （九州電力）許認可と安全性向上評価の届出との関係については、課題１に示すとおり、安

全性向上評価の中で色々なアイデアが出た場合でも、許認可が必要であるとなるとそれにリ

ソースがとられることとなる。他の許認可案件もあり、優先順位を考えて許認可手続をする

こととなり、結果的に安全性向上対策が速やかに実施できないような状況があるのではない

かと考える。また、新検査制度でのCM（コンフィグレーションマネジメント）で設備情報は

                         
1 (九州電力)と記されていないものは原子力規制庁からの回答。 
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最新化しており、届出と重複感があり、場合によっては、検査の中で確認するなどできるの

ではないかと考えている。 

 最新情報の収集・解析をして、安全性向上にフィードバックをかけるという形だが、収集、解

析をする上でどこかで情報がロスしていき、最終的にポイントとなる情報だけが入ると思うが、

そのロスが適切にカットされているのかというところの定期的なチェックはされているのか。

【芳原審査委員】 

 （九州電力）SSG-25の安全因子９番の「他プラント及び研究成果から得られた知見の活用」

の項目があり、この中長期的な評価の中で知見についても問題ないかという確認を行ってい

る。 

 九州電力が示した課題１で、現状の規制により改善のフィードバックがかけにくい場合がある

ということだったが、ある程度、現場に柔軟性を持たせることが必要かと思うが、現状の規制

の枠組みの中で柔軟性を持たせることは可能か。【芳原審査委員】 

 現状の炉規制法上は、工事計画書に登録された設備を改造する場合には、認可手続きが必要

である。ここをどのように柔軟に運用するか、たとえば安全性向上評価の届出に記載された

ことをもって許認可手続きを免除するというような柔軟な運用については、制度運用のある

種のイノベーションが必要となる。この課題については、事業者としっかり意見交換しなけ

ればならないと考える。 

 届出内容を公表することは、事業者にとってドライビングフォースになると思うが、規制庁に

とっても審査を早くするという動機付けにもなると思う。届出をしたからどんな工事をして

も良いということにならないことは分かっているが、安全性向上に関することに対して、簡単

に審査するとか、速やかに審査するとか事業者の負担を少し軽くすることは考えていないの

か。【高木審査委員】 

 安全性が向上するから審査を軽くするということはないが、他方、我々もリソースが限られ

ており、どう効率的にできるのかというのが課題。また、同じような情報を様々にその都度

だしていただいていること自体が必要でない場合もあり、他社でのやりとりを各事業者にみ

ていただき、規制庁内の審査を行っている者の間で情報を共有しながら、効率的な審査をす

るよう工夫しているが、今後も継続しなければいけないと考える。 

 昨年の４月から検査制度が始まったことにより、検査制度が安全性向上評価に何らか影響を

与えるのかについて、今後進める中で何かあるかもしれない。【中島審査委員】 

 新規制基準、検査制度、安全性向上評価の３つが、横並びのものなのか、順番で１、２、３と

なっているものかどうか、事業者と規制庁で整合性がとれていないような気がする。九州電力

の柔軟性を持たせて欲しいといった時に、限られたリソースの中で優先順位を考えると３番

目に置いていることの表れだと思う。この３つは相互に関係していると考えており、安全性向

上評価を嫌々やらされている意識の中で、制度に柔軟性を持たせると際限なく柔軟性を持た

すこととなり、危険なのではないか。だから、この３つをどう位置付けるかが肝心。縦軸に重

要度の大小、横軸に緊急性の高低の升（４つの四角）で表したときに、規制基準の適合は、重

要度が高く、緊急性が高いものとなる。重要なことは、緊急性は低いけど、重要度が高いもの

で、そういうものは後回しになっていく。恐らく、そういうことをした結果が福島第一原発事

故につながったような気がする。重要性は高いが緊急性が低いものが、今回の安全性向上につ
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ながっている気がする。そう考えると、安全性向上評価は、おまけとしてやるようなものでは

ない、そこから考える必要がある。 

また、社会への発信に関して、事業者として説明責任があるものであることを自覚してほし

い。社会に対しては命を預かっているわけで、その説明責任を果たすということで、今回の安

全性向上評価を考えてほしい。【勝田審査委員】 

 （九州電力）自主的な安全性向上の取組をおろそかにしていることはない。福島第一原子力

発電所事故の反省を踏まえ、自主的に安全性を向上させていくことは大事なことと認識して

いる。本日の説明は、安全性向上評価に伴う対策を講じる際に速やかにできるようになると

いいと考えているもの。 

 

  ＜リスクコミュニケーション等に関するもの＞ 

 経営リソースの配分について、何か対策を打つときにコストがかかる一方で、対策を打つこと

によるベネフィットがあり、それを比べて本当に対策するかどうかという決断が必要。九州電

力では、社長をトップにした体制があるが、どういうふうに決断されているのか。【大井川審

査委員】 

 （九州電力）リスク情報を活用した統合的意思決定（IRIDM）に取り込んでおり、特定したリ

スクに対して適切に検討をしていくこととしている。必要に応じて、社長まであげている。 

 ベネフィットとして安全性が向上するだけでなく、リソースをより適切なところに配分できる

ようにするために、規制体系そのものを変えるなど、事業者の背中を押すような仕組みを考え

ているのか。安全性向上評価の届出の制度が、事業者にも、規制側にもWin-Winの仕組みとな

ることを今後検討してほしい。【大井川審査委員】 

 安全性向上評価制度は、事業者の自主的な改善を促そうということを目的で始めた制度。そ

の促すという仕組みの一端に、各社が社会や国民に向けて、自ら公表するということを義務

付けている。各社が規制の要求を超えて行っている対策を公表することにより、その会社が

どれだけ安全を重要視して取り組んでいるのかということを社会に示し、それを受け取った

社会からの何かしらのフィードバックがあるであろうことを一つのドライビングフォース

として、安全性の向上のために取り組むように促したいという狙いもあった。他方、許認可

制度の運用により、事業者の改善を後押しすることができないのかという点については、現

状、方向性を思い描くに至っていないが、追及する価値のあるものと考えている。 

 公表した安全性向上評価による対策を講じた際に、社会から高く評価されることとなればイ

ンセンティブがあがり、事業者として費用を掛けてでも対策を講じることにつながるのか。

【中村審査委員】 

 （九州電力）一般の方の原子力安全に対する理解が深まることが期待できるので、インセン

ティブなり得ると考えている。 

 届出を公表することは、事業者が直接社会とリスクコミュニケーションすること。安全性向上

評価で得られた知見をわかりやすく説明していくことにより、事業者の安全に対する姿勢に

対して、社会からの信頼性が高まっていくという点で重要であるし、そういった活動を是非や

っていただきたい。【丸山審査委員】 

 （九州電力）例えば、特定重大事故等対処施設の PRA などについては、県の専門委員会で、
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PRAの結果を用いて対策の説明をしている。安全性向上評価をすることにより、地元の方へ

説明する機会が与えられていると実感している 

 届出について確認するだけとなっているが、安全性向上評価から得られる情報は、規制基準を

見直す、規制を最適化する、あるいは審査の精査の重みを与える上で、様々な情報が出てくる

のではないかと思っている。審査内容の広さや深さについて、活用できることがあるのではな

いか。規制基準は、絶対的なものでなく時代とともに変わっていくべきものであり、効果的な

審査がこれからの大きなテーマとなると考えるので、よろしくお願いする。【高田審査委員】 

 この届出にはいろいろな技術的な情報があり、規制の改善のインプットとしても活用してい

かなければならないと考えている。 

 

  ＜安全性向上評価の実施方法に関すること＞ 

 他プラントの知見を活用したとの説明があったが、他社が公表したものを活用する、横横断を

狙っていると思う。そこで、例えば届出されたものがデータベース化されていないと横断的な

データを確認できず、活用しづらいのではないか、何か工夫はしているのか。【中川審査委員】 

 事業者同士でピアレビューを行い、他社の良好な取組を取り入れることをしていることは把

握しているが、ある社がやったことを規制側がやりなさい、といってしまうと自主的な改善

努力を削ぐこととなり避けたい。各社ごとに、自ら安全性について社会に向けて説明してほ

しいと考えている。ご指摘のような仕組みは行っていない。 

 PRAやリスク情報活用について、今後PRAからいろいろな情報が得られるので、安全対策の重

点など、うまく活用してほしいと思っている。活用の見通しを教えてほしい。【高田審査委員】 

 （九州電力）地震・津波のPRAなどについても実施しており、リスク情報に対する対策を抽

出している。PRAの高度化もおこなっており、今後も最新の知見を取り入れながら評価を行

っていきたい。 

 各事業者が新しい知見を反映させて、安全に関して公表していくことは非常に大切であり、こ

ういった仕組みが回っていくように考えていかなければならない。九州電力ではこれまで４

回の届出をしているなかで、事業者として情報の集め方や考え方について、どのように意識が

変わってきていると感じるか。【吉橋審査委員】 

 （九州電力）これまで４回の届出を行ってきているが、新知見の収集については、従前、定

期安全レビューとしてスタートしていた。安全性向上評価に取り組むことにより、これまで

集めていなかった知見を集めてきており、それらの知見を集めることに対してシステム化が

できているのではないかと感じている。 

 

＜事実確認等＞ 

 これまでの届出の実績をみると、２０１７年頃から届出があるが、これまでは、原子力規制委

員会、原子力規制庁では、届出されたものに対してどのような対応をしていたのか。【中島審

査委員】 

 当初届出された内容は、原子力規制庁が期待していたイメージと違ったものであったため、

公開会合を開催し、届出の記載の仕方等について見直し、これを原子力規制委員会に諮った。

その後、届出されたものについては、これらの見直しに沿った改善がされているかについて、
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原子力規制庁において確認している。 

 当該届出が定期事業者検査の「６か月後」であることや、③－１「安全性向上に係る活動の実

施状況の評価」を「５年ごと」、③－２「安全性向上に係る活動の実施状況に関する中長期的

な評価」を「１０年ごと」に改訂としている、求めていることについて、これらの数字（時期）

が適切なのか、これらの背景を教えてほしい【黒崎審査委員】 

 当該届出が定期事業者検査後「６か月」としていることについては、定期事業者検査後にAs 

is 化情報について最新の文書としてほしいが、ただ、すぐに届出ることは難しいであろう

ということで、半年後と決めたもの。③－１を５年としていることについては、確率論的リ

スク評価やストレステストはそんなに毎年変わるものではないので５年に１回の改定が妥

当ではないかという判断だったと思う。③－２を１０年としていることについては、PSRと

ほぼ同様のことを要求しており、PSRを運用している他国の実態も踏まえて１０年が妥当と

判断したもの。 

 

  ＜その他＞ 

 検査制度やこの届出制度は、安全性向上に関係する鍵を見つける非常に重要なドライビングフ

ォースになっている。部会では、その観点からもご意見をいただくと良い。【山本部会長】 

 安全性向上評価については、多くの課題が残っていると認識しており、インセンティブの話が

あったが、負のインセンティブがないようにということもある。場合によっては、規制側のバ

ックフィットの重要なインプットとならないか、事業者と規制側で仕組み作りが重要。 

また、2004 年に作られた IAEA 安全ガイド GS-G-4.1 の改訂が進められているが、福島第一

原発事故のような複雑な厳しい事故をどうやって捉えて、その知見を取り込むか、グローバル

な形でも十分制度的に落とし込まれていないということがある。米国NRCでも、FSARに関連す

るガイドの改正作業が進んでいるが、例えば、Beyond DBAで措置した施設がそのように他のレ

ベルの安全性向上につながり得るか、これをどうやって柔軟に入れていくかというような評価

をうまく仕組み作りしていくことに悩んでいる。日本は、福島第一原発事故の当事者として悩

まなければならない課題である。【関村部会長】 

 

 

（２）原子力規制検査の実施状況について 

原子力規制庁からは、令和３年度の第１四半期の実施状況、令和２年度の運用を踏まえた必要な

ガイド類の反映状況について説明した。 

 

（審査委員からの主なコメントと原子力規制庁からの回答） 

 第１四半期の結果を見ると核物質防護関係が多く入っている。日常検査で重点的に見ていると

いうことかと思うが、より漏れがないよう対応してほしい。【芳原審査委員】 

 事務所の検査官も核物質防護関係について検査、巡視することとなり、また、チーム検査で

本庁からの検査官も、その検査の頻度を増やすなど取り組んでいる。また、体制そのものを

充実させるために、来年度に向けて定員を増やしたり、また、事務所と本庁との間でコミュ

ニケーションをとる際に、秘匿性の高いものを融通できるシステムを作る等をしており、今
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後も体制を充実させていきたい。 

 事業者がどの程度保全活動をやっているのかを確認する指標として、パフォーマンスインディ

ケーターがあると思うが、どのような状況か。【村松審査委員】 

 安全性向上評価で用いられているパフォーマンスインディケーターは、事業者が独自のもの

を作り運用しており、検査官は、日常検査で確認できる。また、検査制度においては、この

事業者の指標とは別に、検査の指標として、四半期ごとに報告をしてもらっており、これら

には特に大きな問題の傾向は見られない。 

 審査委員からの質問回答の中で、経験の低い人が率直な意見を言えるような環境を維持すると

あるが、具体的にどのような環境を与え、工夫をしているのか。【黒崎審査委員】 

 アメリカでの事例を見て、本庁の検査官と事務所の検査官に日常的に会話してもらうことか

ら毎日会議している。また１年ほど前から、週に 2 回、事務所の状況を共有するとともに、

各検査官交流を図るためにミーティングをしている。バックグランドなどの自己紹介をする

等の工夫をし、若い方からシニアの方々に自分の考え方を述べられる環境作りをしている。 

 

 

（３）国内外で発生した事故・トラブル及び海外の規制動向に係る情報の収集・分析を踏まえた対応に

ついて 

原子力規制庁からは、第４６回から第４８回の技術情報検討会の結果報告として、以下を報告した。 

①東京電力福島第一原子力発電所事故の調査・分析から得られた知見（第２回、第３回） 

②サンプスクリーンを通過したデブリが炉心に与える影響に関するBWR事業者からの意見聴取結

果 

③スクリーニングと要対応技術情報の状況について、1 次スクリーニング結果 

 

（審査委員からの主なコメントと原子力規制庁からの回答） 

 ②のECCSストレーナ閉塞事象に関して、BWR事業者の対応は、福島第1原子力発電所事故の

知見を取り込み、現状十分であるということか。あるいは、様々な知見の拡充を今後進めて

いくべきという点が含まれているのか。【関村部会長】 

 この問題は、配管破断のような事故があった際に、破断に付随して生じる異物によってス

トレーナの目詰まりが起こるというもの。BWR事業者は、ストレーナを大型化することや配

管の保温材に使っている繊維質保温材を撤去する考えを表明しており、かなりのリスクは

低減されたと考える。一方で、サンプスクリーンを通過した異物が、燃料フィルタを閉塞

してしまうのではないかということで、BWR事業者は、一定の条件を設定して燃料フィルタ

の圧損試験を行っている（圧損は一時的に上昇するが継続しない）。 

他方、PWRについては、現在事業者が試験中である。中間報告は受けているが、試験はあ

と１、２年かかると聞いており、引き続き状況をフォローしたい。 

 ①に関して、非常に難しい現地調査も含め事故原因の検討が行われ、規制基準へフィードバ

ックするかどうかというところまで検討を進めていることにまず敬意を表したい。 

論点を見た際、ベント機能や減圧などの閉じこめ機能とは逆の機能に関する課題が挙がっ

ているところが印象的である。事故分析から得られた直接的な論点について紹介があった

が、例えば、隔離弁の設計をどうすべきかなど以前から議論のポイントとなっており、そう
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いうものも議論の対象となるかと思う。そのような議論は、別場所でやるということなの

か、あるいは技術情報検討会で議論をされるのか。その仕分けを教えてほしい。【山本部会

長】 

 基本的に技術情報検討会では、新たに得られた知見をできるだけ早くテーブルにおいて、

その先の検討をするかどうかを選別する場である。得られた知見からどのように規制を考

えるかについては、原子力規制庁の本来の仕事であり、別の場において検討をし、規制委

員会において議論するという立て付けである。 

 いくつかの事実関係もしくは論点をつなぎ合わせて演繹的に設定されるものもあるかと思う

が、それらはどこでカバーするのか。隔離弁の話は一例であるが、いくつかの論点を俯瞰し

て議論しないといけない点を技術情報検討会でカバーできているのか。できていないのであ

れば、例えば炉安審・燃安審でカバーする必要があるのか、その仕分けが気になる。【山本部

会長】 

 今回の新知見の中の減圧機能やベント機能の中にその一端は出ている。インターロックと

いう言葉で書いているが、本来作動させたいものが何らかの設計状況により作動すること

ができなかったことは、そもそもその設計の考えはどうであって、どうすることが望まし

かったのかという検討に至っていく内容を十分含んでおり、これを見つけてきたというの

は、技術情報検討会の場で行われていると考えている。 

 

＜その他＞ 

 現在、規制委員会から調査審議事項として託されているものは、技術情報検討会スクリーニ

ングのイン・アウトに対するものである。これをさらに包括的に考える機能を炉安審・燃安

審が担保していくような議論をするのか、それとも原子力規制委員会のほうでも少しお考え

いただいた上で新たな審議事項としてもう少し絞り込んだ形で議論していく方がいいのか。

さらに深くまで検討する際には、学会ベースで議論するというインプットであったり、それ

以外に集中して議論するチームつくるということもある。どの場が的確かという点は、慎重

に検討いただきたい。【関村部会長】 

 資料３－１別紙４に水素挙動等福島第一事故の分析結果への対応について議論していただき

たい点コメントしたが、原子力規制委員会に報告とあり、今後検討の対象としていただくと

理解している。【村松審査委員】 

 福島第一事故に関する丁寧な分析から、原子炉建屋内での水素燃焼など多数の検討課題を抽出

したことは、極めて重要な成果であり、抽出された課題の検討を続けてほしい。その際、①規

制の改善の結果として、効果的なリスク低減に結びつくことが重要であり、DBAの領域だけで

なく、SA の領域まで含めた事故条件に配慮しながら対策を検討する必要がある。このため原

子力学会のIRIDM標準なども参考に、リスク情報を活用し検討することが必須である点、②水

素に関して、福島第一事故以後、国内外で多くの試験及び解析ツールの整備がなされており、

研究成果やツールの有効な活用に配慮する点、③福島第一事故前から格納容器からの漏洩水素

の燃焼に対策をしていた諸外国の安全性向上策を考慮する重要性の点に留意する必要がある。

【村松審査委員】2 

                         
2 基本部会開催前に頂いたコメント 
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 第４６回技術情報検討会のペネトレーションのシール部の議論において、施設の極限状態に

おける健全性についての規制ターゲットについて言及があるが、現在の規制においては定量

的に「極限状態」の値付けがされていない。より実効的かつ効率的な審査を考えると、「発生

頻度」と「影響の大きさ」の両方に紐付けがされた規制アンカーポイント等の導入について

議論する必要があるのではないか。【芳原審査委員】2 

 

（４）その他 

審査委員から頂いたコメントの回答、管理について、説明を行った。 

 

（審査委員からの主なコメントと原子力規制庁からの回答） 

 炉安審・燃安審には、様々なバックグランドの委員が参加されているので、様々な観点からコ

メントを出して頂いて、それに対して答えて頂く中で、欠けが埋まればいいと考えている。【山

本部会長】 
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原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の 

調査審議事項 

 

 

 

① 国内外で発生した事故・トラブル及び海外における規制の動向に係る情報の収集・分析を踏まえた対

応の要否について調査審議を行い、助言を行うこと。 

 

② 令和２（2020）年１月に実施されたＩＲＲＳ（ＩＡＥＡの総合規制評価サービス）のフォローアップ

ミッションの結論（輸送に係る結論を含む）を受けた、原子力規制委員会の対応状況について評価や助

言を行うこと。 

 

③ 令和２（2020）年４月に施行された新たな原子力規制検査制度に係る規制機関及び事業者における実

施状況について調査審議を行い、助言を行うこと。 

 

④ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２９の規定に基づく発電用原

子炉設置者が行う発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価について事業者から聴取し、その活用

方法に関し、助言を行うこと。 

 

⑤ 発電用原子炉設置者の火山モニタリング結果に対する原子力規制委員会の評価について調査審議を

行い、助言を行うこと。 

（原子炉安全専門審査会への指示） 

 

⑥ 核燃料施設事業者の火山モニタリング結果に対する原子力規制委員会の評価について調査審議を行

い、助言を行うこと。 

（核燃料安全専門審査会への指示） 

 

⑦ 地震・津波等の事象に関し、国内外で発生した災害、行政機関等が発表した知見等に係る情報の収集・

分析結果をもとに、規制上の対応の要否について調査審議を行い、助言を行うこと。 

 

⑧ 火山事象に関し、国内外で発生した災害、行政機関等が発表した知見等に係る情報の収集・分析結果

をもとに、規制上の対応の要否について調査審議を行い、助言を行うこと。 

 

 

 

参考 
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2021年9月16日

九州電力株式会社

川内原子力発電所1号機における
安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の
取組みについて
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目 次 1

1. 安全性向上評価について

2. 安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（１） 第1章 安全規制によって法令への適合性が確認された範囲
（２） 第2章 安全性の向上のため自主的に講じた措置
（３） 第3章 安全性の向上のため自主的に講じた措置の調査及び分析
（４） 第4章 総合的な評定

3. 安全性向上評価の更なる活用に向けた今後の計画
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〇 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて改正された原子炉等規制法では、原子力施
設の安全性を継続的に向上させていくことが原子力事業者の責任として新たに義務付けられ、原
子力施設の安全性の向上を目に見える形にするための仕組みとして、安全性向上のための評
価（安全性向上評価）を実施することが事業者に義務付けられた。

〇 安全性向上評価は定期検査ごとに、定期検査終了後６ヶ月以内に評価を実施し、その後遅
滞なく原子力規制委員会へ届出している。

21．安全性向上評価について（１／２）

【安全性向上評価の位置づけ】

定期検査 定期検査定期検査
▽定期検査終了 ▽定期検査終了 定期検査終了▽

運転 運転
評 価

▽届出
6ヶ月

▽届出

評 価
6ヶ月安全性向上措置の実施* 安全性向上措置の実施*

* 次々回定検で実施もあり

評 価
6ヶ月

【安全性向上評価による継続的改善の流れ】
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【安全性向上評価の主な項目】

31．安全性向上評価について（２／２）

保安活動の実施状況調査

確率論的リスク評価(PRA)*1 安全裕度評価(ストレステスト)*1

総合評価

《更なる安全性向上対策の抽出・実施》
• 安全性向上に資する設備対策
• 安全性向上に資する運用面の対策

*1 大規模工事等による変更がない場合
5年毎に実施

*2 10年毎に実施

安全性向上に係る活動の中長期的な評価*2

【当社における安全性向上評価届出の実績】
川内 玄海

1号機 2号機 3号機 4号機
第1回 2017年7月 6日※ 2017年9月25日※ 2020年2月20日 2020年5月20日
第2回 2019年1月 7日 2019年3月28日 2021年6月22日
第3回 2020年5月11日 2020年7月22日
第4回 2021年6月15日 2021年7月26日

※ 第1回～第6回実用発電用原子炉の安全性向上評価の継続的改善に係る会合での議論を踏まえ、2018年3月30日に
補正を実施
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【GS-G-4.1(DS449)の典型的目次】
1. 序論及びプラントの一般的説明
2. 敷地特性
3. 安全目標及びSSC※2に関する設計規則
4. 原子炉
5. 原子炉冷却材及び附属系統
6. 工学的安全施設
7. 計装制御
8. 電力
9. 補助系統及び土木構築物
10. 蒸気-電力変換系統
11. 放射性廃棄物管理
12. 放射線防護
13. 運転の実施
14. プラント建設及び試運転
15. 安全解析
16. 運転上の制限及び条件
17. 安全に関するマネジメント
18. 人的要因工学
19. 緊急時対応
20. 環境側面
21. 廃止措置及び寿命終了の側面

4

設計及び工事計画認可申請書要目表

保安規定

発電所の系統図、機器配置図

許認可文書等

該当する箇所を引用

設備、機器の仕様

運用

最新(As is)化情報

原子炉設置変更許可申請書

原子力事業者防災業務計画

廃止措置実施方針

環境影響評価書

該当する箇所
を参考に記載

上記に該当するものがない項目

US-APWRのDCD※1 等
プラントメーカの設計図書

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（１）第1章 安全規制によって法令への適合性が確認された範囲
【概要】
評価時点（定期検査終了時点）における最新のプラント状態を明確にするため、安全規制によっ
て法令への適合性が確認された範囲の設備や手順等を記載。

【主な取組み状況】
許認可文書等から、IAEA安全ガイドGS-G-4.1(DS449)の典型的目次に基づき整理。
許認可文書等に該当がない項目は、プラントメーカの設計図書等を参考に記載を充実。

※１ 国内改良型加圧水型軽水炉をベースにした米国
における標準設計認証図書 ※２ 構築物、系統及び機器
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5

〔原子力に係る安全性・信頼性向上委員会ご意見、ご助言の例〕
ご意見、ご助言 対応状況

原子力部門以外の自然災害に対する全社の事故
故障情報等も共有化し、自然災害を起因とした事
象等分析を実施する。

九州北部豪雨時の降水量及び流木の発生状況を
踏まえ、雨水排出等の観点で、発電所への影響がな
いことを確認し、届出書に反映。

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（２）第2章 安全性の向上のため自主的に講じた措置（１／３）

① 安全性の向上に向けた継続的取組みの方針・体制
【概要】
自主的・継続的に安全性を向上させるため、

取り組みの基本方針を定め、実施体制を構
築。（右図参照）
また、社内外からの協力・意見等を踏まえなが

ら、継続的に改善に取り組む。

【主な取組み状況】
原子力に係る安全性・信頼性向上委員会
社外有識者によるアドバイザリーボードとして

社内に設置
当社における原子力の安全に関する取り組

みについて、第三者的な視点から評価・提言
安全性向上評価の骨子に関するご意見、ご

助言 《自主的・継続的な安全性向上への取組み体制》

経営会議 【社外有識者等による会議体】
○原子力に係る安全性・信頼性向上委員会

【原子力に係る社内会議体】
○ 九州電力安全推進委員会
○ 原子力リスクコミュニケーション会議
○ 経営資源委員会
○ 業務運営委員会

原
子
力
監
査
室

原子力に係る安全推進・ガバナンス・リスクマネジメント機能

立
地
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
本
部

コ
ー
ポ
レ
ー
ト

戦
略
部
門

グ
ル
ー
プ
安
全

統
括
室川

内
原
子
力

発
電
所

玄
海
原
子
力

発
電
所

原子力発電本部

原
子
力
土
木

建
築
部
門

TS統括本部

社 長
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6

【概要】
改善活動が保安活動に定着し、継続的な見直しが行われていること等を確認するため、保安活動

の実績（仕組み・設備の改善状況、実績指標）を調査。
【主な取組み状況】
調査の結果、保安活動における更なる安全性向上に向けた取組み（安全性向上対策）が抽出

されており、これらを計画的に実施することで安全性の向上を推進。

届出 主な安全性向上対策 概 要 実施時期・状況

第1回

原子炉容器出口管台保全工事の実施 国内の損傷事例を受けた予防保全 完 了
受電系統の変更
（特別高圧開閉所の更新）

特別高圧開閉所の受電回線数の増
強及び高台への移設 2023年11月

メタルクラッド開閉装置保護継電器の
デジタル化 構成部品の製造中止を踏まえたアナ

ログ式からデジタル式装置への取替に
よる保守性の向上

第23~27回定検

第2回 発電機保護装置、変圧器保護装置
及び系統保護装置取替 完 了

第3回
警報表示装置更新工事 完 了

大容量空冷式発電機予備品購入 予備品配備による故障等発生時の
対応性向上 完 了

第4回 運転時リスクモニタを用いた
リスク評価・管理 プラント運転中のリスクの可視化・低減 2021年度下期

〔これまでに抽出した主な安全性向上対策〕

② 保安活動の実施状況

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（２）第2章 安全性の向上のため自主的に講じた措置（２／３）
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③ 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見

【概要】
自主的・継続的に原子炉施設の安全性の向上を図るため、以下の最新知見について収集・検討

し、安全性向上に資すると判断される知見について反映。
① 安全に係る研究
② 国内外の原子力施設の運転経験

から得られた教訓
③ 確率論的リスク評価を実施するために

必要なデータ
④ 国内外の基準等
⑤ 国際機関及び国内外の学会等の

情報
⑥ メーカからの提案

【主な取り組み状況】
第1回から第4回にかけて、これまで約260件
の知見を反映。

（反映実施中の知見は、2件。）

154

41 37
26

0

50

100

150

第１回届出 第２回届出 第３回届出 第４回届出

新知見反映件数

①
②
③
④
⑤
⑥

（件数）

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（２）第2章 安全性の向上のため自主的に講じた措置（３／３）

新知見反映件数

※ 2011年3月から2017年1月までの約6年間の知見の反映件数
を示す。

※
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【概要】
ハザードに対する防護を確実なものとするため、評価時点における最新の文献及び調査等から得られ

た科学的知見及び技術的知見に基づき、発電所における内部事象及び外部事象を適切に把握し、
設計や安全評価の前提となっているハザードの想定について見直しの要否を確認。

【主な取組み状況】
設置変更許可に記載している内部事象及び外部事象を対象とし、評価時点における知見に基づき、

設計や安全評価の方法、前提条件となるハザードなどの想定について見直しの必要がないことを確認。
（第1回）
IAEA特定安全ガイド（SSG-25）に記載の“代表的な内部ハザード”及び“代表的な外部ハザード”
のリストを参考に、川内原子力発電所の立地条件を踏まえ確認すべきと考えられる以下のものを調
査対象として追加し、ハザードの想定について見直しの必要がないことを確認（第4回）

●外部事象として敷地特性(敷地概況、敷地周辺の地形)、気象(最高気温、落雷)、社会環境
(人口分布)、天文(隕石、太陽フレア・磁気嵐)を追加

●更に、外部事象のうち気象学的ハザードについては、気候変動についての知見収集

特重施設設置後の届出時に実施するPRAに併せて、より現実的なハザードを設定するため、確率論
的地震ハザードの再評価を実施 。再評価した地震ハザードに基づき、地震PRAにおける特重施設の
フラジリティを評価。（第4回）

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-1(1) 内部事象及び外部事象に係る評価
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【概要】
保安活動や新知見に係る調査等に基づき決定論的安全評価の変更要否を確認するとともに、原子

炉施設の安全性向上対策の効果を適切に把握するため設計基準事故の現実的な挙動の把握や特
重施設を活用した場合の安全性向上の効果について確認。

【主な取り組み状況】
第4回届出にて、以下の取り組みを実施。
●決定論的安全評価について、保安活動や新知見に係る調査等に基づき、変更が必要となる項目

がないことを確認。
●設計基準事故における現実的な挙動の把握

最適評価が可能な解析コードであるSPARKLE-2を設計基準事故に適用して評価を行い、
より現実的な挙動を把握。

SPARKLE-2を適用した評価により、従前の安全解析の結果と比べ、判断基準に対してより余
裕を有していることを確認。

● 重大事故時に特重施設を活用した場合の効果の確認
格納容器過圧破損事象（大LOCA※1+ECCS※2注入失敗+CVスプレイ失敗）に対し、重
大事故等対策に加え特重施設の活用を想定した解析を実施し、重大事故等対策のみの場合と
比べて原子炉容器破損時間の遅延やセシウム放出量低減の効果を確認。

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-1(2) 決定論的安全評価

※1:原子炉冷却材喪失事故（「Loss Of Coolant Accident」の略）
※2:非常用炉心冷却装置（「Emergency Core Cooling System」の略）

9
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2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-1(3) 確率論的リスク評価（PRA）（１／4）

①炉心損傷頻度（CDF）及び格納容器機能喪失頻度（CFF）

a．内部事象、地震、津波のレベル1PRA※1、レベル2PRA※2ごとにFV重要度を評価
・炉心損傷頻度（CDF）及び格納容器機能喪失頻度（CFF）への寄与が大きな機器
の故障や人的過誤等を抽出
例）内部事象出力運転時レベル１PRA：LOCA時再循環切替操作失敗

地震出力運転時レベル１PRA：メタルクラッド開閉装置機能喪失 等

ｂ．ａで抽出した機器の故障や人的過誤等に対する追加措置を検討
・FV重要度上位の機器の故障や人的過誤に対する対策を講じることで、効果的にCDF
及びCFFの低減が可能

【概要】
プラントの脆弱点を把握し、更なる安全性向上のための追加措置を抽出するため、内部事象及び

外部事象（地震、津波）を対象としたPRAを実施。
【主な取り組み状況】
実施したPRAの結果から、炉心損傷及び格納容器機能喪失に至る主なシナリオと要因を分析し、

追加措置を抽出。
PRAの結果を用いた追加措置の抽出手順は以下のとおり。

※1 炉心損傷頻度の評価までを行うPRA
※2 格納容器機能喪失頻度及び放出量等の評価までを行うPRA

10
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PRA結果から抽出した以下の安全性向上対策の実施

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-1(3) 確率論的リスク評価（PRA）（２／4）

今後の追加措置抽出方法の改善
●更なるリスク低減及びリスクの平準化を図るため、日本原子力学会標準「原子力発電所におけるシビ

アアクシデントマネジメント整備及び維持向上に関する実施基準」を参考に、追加措置の抽出を行う。
（後続の玄海では実施済）

分類 安全性向上対策 期待される効果

教育訓練の
強化 重要シナリオに対する教育・訓練の強化

LOCA時ECCS再循環切替失敗等の重要
シナリオに対する教育・訓練を重点的に
実施することにより、事故時の対応能力
を向上

設備対策 メタルクラッド開閉装置保護継電器の
デジタル化

デジタル化により耐震信頼性を向上さ
せ、地震時のリスクを低減（CDF：約
50％低減、CFF：約60％低減）

運用対策 地震時におけるCCW保有水量の監視強化
地震発生時の徴候としてCCW漏えいの
おそれがあることを手順書に明記すること
で、CCW漏えいの早期発見、破損箇所
の早期隔離につなげる

11
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2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-1(3) 確率論的リスク評価（PRA）（３／4）

PRA結果の推移（内部事象出力運転時レベル2PRA）

⒜ 重大事故等対策により、CFFは大きく（2オーダー）低減することを第1回届出にて確認。

⒝ 特重施設の設置により、CFFはさらに低減することを第4回届出にて確認。

（a） 4.2E-5 ⇒ 2.5E-7

（b） 2.5E-7 ⇒ 1.1E-7

重大事故等対策なし
（第1回）

重大事故等対策あり
（第1回）

特重施設反映
（第4回）

CFF（/炉年）
内部事象出力運転時レベル2PRA

1.0E-4

1.0E-5

1.0E-6

1.0E-7

12
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【概要】
原子炉施設の安全性向上対策の効果を適切に把握するため、敷地境界における

被ばく線量評価の精緻化等を実施。

13

敷地境界における実効線量の評価結果
及び有効な防護措置考察の例

（第４回特重施設による放射性物質管理放出）
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（mSv）

⑤再浮遊吸入線量

④クラウド内部線量

③グランド外部線量

②クラウド外部線量

①直接・スカイシャイン線量

約41ｍSv

安定よう素剤の服用が有効

避難及び屋内退避等が有効

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-1(3) 確率論的リスク評価（PRA）（4／4）

②敷地境界における被ばく線量評価

【主な取組み状況】
保守的な設定となっていた諸条件の見直し
 放射性物質の格納容器内の挙動及び格納容器

外への放出率の見直し（第1回）
 粒子状の放射性物質の原子炉格納容器外への

漏えい過程での沈着を考慮（第4回）
 気象条件として風向の発生頻度を考慮

（第4回）

被ばく経路ごとの線量寄与を確認し、有効な
防護措置を考察（第1回、第4回）
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【概要】
プラントの安全裕度及び潜在的な脆弱性を把握し、更なる安全性向上のための追加措置を抽出する

ため、地震、津波等の自然現象に対して、設計を超える事象の発生を仮定し、どこまで原子力発電
所の安全が確保されるかを評価。

【主な取組み状況】
地震及び津波に対する評価

新規制基準により整備した重大事故等対処設備、特定重大事故等対処施設※1を踏まえた評価を
実施し、これらの設備による安全性の向上を確認するとともに、追加措置として、「評価結果の教育」
を抽出

成功 成功

失敗

失敗

成功

失敗

成功 成功

失敗

成功

失敗

格納容器機能喪失

格納容器内自然対流
冷却による格納容器
除熱（海水冷却)

格納容器健全
常設電動注入
ポンプによる

格納容器スプレイ

外部電源喪失
＋原子炉補機冷却
機能の全喪失

大容量空冷式
発電機からの給電

格納容器隔離
静的触媒式

水素再結合装置
による水素処理

加圧器逃がし弁
（窒素ボンベ）による
1次系強制減圧

格納容器機能喪失 格納容器機能喪失 格納容器機能喪失 格納容器機能喪失

成功

失敗

放射性物質
管理放出

格納容器機能喪失

特重施設による
スプレイ

特重施設による
ベント

格納容器機能喪失

失敗

成功

失敗

〔安全裕度評価の例①：地震に対する特重施設を考慮したCV機能喪失防止対策における評価〕

成功パス②
[1,029Gal※2]

成功パス①
[1,029Gal※2]

特重施設の緩和操作の追加による成功パスの多様化※3

（成功パス② の追加）

※2 安全が確保される限界（クリフエッジ）の値
※3 津波評価においても同じ

※1 特重施設を活用した重大事故等時における炉心損傷防止対策評価は今後（第６回）実施予定

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-1(4) 安全裕度評価（ストレステスト）（１／２）
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届 出 評価事象

第2回
地震及び津波随伴事象（地震随伴溢水、地震随伴火災、津波随伴火災）

その他の自然現象（竜巻、落雷、高温、低温、降雪、降雨 等）

第3回 火山灰に対する評価

地震及び津波以外の自然現象に対する評価
第2回安全性向上評価以降、段階的に評価事象を拡大し、更なる安全性向上対策の検討を実施

〔安全裕度評価の例②：火山灰に対する評価〕
○ 火山灰シミュレーションにおける計算条件を設計段階に比べてさらに保守的に扱うことで設計を超えるハザー

ドの規模（火山灰：25cm）を設定し、裕度を確認するとともに更なる安全性向上対策を立案・実施

火山灰25cmに対する裕度※

対策前 対策後

1.00 1.41
※：裕度＝許容限界÷発生値

燃料取替用水
タンク

屋根板
火山灰：25cm

胴板上部形鋼

溶接部

胴板

：現状の溶接線
：対策後の溶接線

胴板上部形鋼

溶接部拡大図

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-1(4) 安全裕度評価（ストレステスト）（２／２）
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〈安全因子〉
SF1 : プラント設計
SF2 : 安全上重要なSSCの現状
SF3 : 機器の性能認定
SF4 : 経年劣化
SF5 : 決定論的安全評価
SF6 : 確率論的リスク評価（PRA）
SF7 : ハザード解析
SF8 : 安全実績
SF9 : 他プラント及び研究成果から得られた知見の活用
SF10: 組織、マネジメントシステム及び安全文化
SF11: 手順
SF12: 人的要因
SF13: 緊急時計画
SF14: 環境への放射線影響

16

【概要】
現状のプラントの安全に関する状態を踏まえ、今後実施すべき改善事項を抽出するため、最新の

国内外の知見等を参考に、プラントの安全性について中長期的な観点からの有効性をレビュー。

【主な取組み状況】
IAEA特定安全ガイドNo.SSG-25「原

子力発電所の定期安全レビュー」にて推
奨される、14の安全因子（SF ; Safety
Factor）毎にレビューを実施

安全因子毎のレビューにおける確認の観
点（レビュー項目）の設定に当たっては、
日本原子力学会標準「原子力発電所の
安全性向上のための定期的な評価に関
する指針：2015」の要求内容について
も考慮

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-2 安全性向上に係る活動の実施状況に関する中長期的な評価（１／２）
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安全性向上対策 期待される効果 実施時期

最新の図面・手順書の
PRAモデルへの反映 最新の状態を詳細に反映したPRAが可能になる。

第5回、第6回
安全性向上評価

PRAモデルの高度化
伊方プロジェクトにおける海外専門家からの指摘を
踏まえた知見を取り入れることで、PRAモデルを高度
化できる（原子力規制検査で使用予定の最新の
PRAモデルには反映済み）。

レビューの結果、安全因子（SF）毎に設定したレビュー項目の大部分が、最新の規格・基準等
において確立されている良好な事例と同等であることを確認。
SF６（確率論的リスク評価）について「評価に使用する図面・手順の最新化が必要」、「伊方

プロジェクト※１における知見の反映が必要」等の所見※２が確認されたことを踏まえ、以下の安全
性向上対策を立案。

※１ 四国電力(株) 伊方発電所3号機をモデルとしたPRAの高度化プロジェクト
※２ これらの所見が確認された理由は、特重施設設置によるリスク低減効果を把握するには、様々な評価条件の変更による評

価結果への影響を排除する観点から過去の安全性向上評価届出において構築したPRAモデルを活用することが望ましく、
図面（常設直流電源設備(3系統目)の設置 等）や評価手法等の反映を行っていないことによるものである。

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（３）第3章 3-2 安全性向上に係る活動の実施状況に関する中長期的な評価（２／２）
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【概要】
第２章及び第３章で抽出した追加措置に対する安全性向上計画を策定。

【主な取組み状況】
安全性向上評価で抽出した安全性向上対策を確実に実施することにより、安全性は更に向上する

ものと評価

今後も保安活動の確実な実施を基本に、安全性向上評価の仕組みを活用し、合理的に実行可
能な限り原子力発電のリスクを低減していく。

2．安全性向上評価を活用した継続的安全性向上の取組み状況
（４）第4章 総合的な評定

安全性向上対策※ [計画した届出回数] 実施時期 備考

メタルクラッド開閉装置保護継電器のデジタル化［第1回］ 第23~27回定検 第23回定検にて安全
系のデジタル化完了

受電系統の変更（特別高圧開閉所の更新）［第1回］ 2023年11月 ―
運転時リスクモニタを用いたリスク評価・管理 ［第4回］ 2021年度下期 ―
特重施設の活用方法の教育［第4回］ 適宜 ―
最新の図面・手順書のPRAモデルへの反映［第4回］ 第5回、第6回

安全性向上評価
―

PRAモデルの高度化［第4回］ ―
※ 第1～4回届出までに抽出した安全性向上対策のうち継続して実施中の件名を示す。
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19

※1 設計の経年化評価ガイドライン ATENA20-ME03(Rev.0)
※2 原子力発電所におけるデジタル安全保護回路のソフトウェア共通原因故障緩和対策に関する技術要件書 ATENA20-ME05(Rev.0)

3．安全性向上評価の更なる活用に向けた今後の計画

主な項目 概 要
①特重施設の更なる活用に関

する評価
特重施設について、継続して炉心損傷防止対策を含む重大事故等への活用に
関する評価を実施し、更なる安全性向上に向けた検討を実施していく。

②設計の経年化の観点からの
評価・対策の抽出

ATENAガイド※1に基づき、設計において経年的に生じる差異に着目してプラント
の脆弱点を抽出し、安全性向上に向けた対策を検討

③ﾃﾞｼﾞﾀﾙ安全保護系のｿﾌﾄｳｪｱ
共通原因故障への対応

ATENAの技術レポート※2で示される技術要件を基に対策の検討を行い、設備
設計、工事・検査完了の各段階でその結果を安全性向上評価に記載し公表

本 店（九電）

発電所（九電）九電ｸﾞﾙｰﾌﾟ
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
等

PRAモデル
構築を含む
技術支援

エンジニアリング会社

《PRAの実施体制》

また、更なるPRAの活用を図るべく、右
図の体制によりインハウス化に向けた取
り組みを進めており、内部事象出力運
転時レベル１PRAモデルの構築に向け、
段階的に自社のPRAに係る技術力の
向上を図っている。

○PRAの活用

○PRAの総括
（発電所への技

術支援 等）

○PRAの実施
○PRAモデルの構築
（将来的に実施）

〇 安全性向上評価の更なる活用に向けた主な項目
安全性向上評価の更なる活用に向けた主な項目は下表のとおり。
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2021年度 2022年度 2023年度

20

第27回
定 検★

第26回
定 検 ☆ ☆

第4回届出 第5回届出 第6回届出

3．安全性向上評価の更なる活用に向けた今後の計画

＜スケジュール＞ ★：実績、☆：予定

①内部事象出力時PRA
②着眼点の抽出・評価
③基本設計の方針

①外部事象・停止時PRA、ｽﾄﾚｽﾃｽﾄ
②対策要否の検討結果
③工事・検査の結果

【長期的計画】
・ リビングPRAを実施しながら、内部事象出力運転時レベル1PRA

モデルの構築を自社で実施

・ 内部事象出力運転時レベル1PRAモデル
構築の一部（HRA）を自社で実施

・ 内部事象停止時レベル1PRAモデル構築を自社で実施

《 PRAのインハウス化 》

①特重施設の更なる活用に関する評価
②設計の経年化の観点からの評価・対策の抽出
③デジタル安全保護系のソフトウェア共通原因故障への対応
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213．安全性向上評価の更なる活用に向けた今後の計画

分類 第７回及び第８回会合での議論項目 今後の取組み方針

全般 他社の安全性向上対策の水平展開スキーム
自社への反映要否について検討を行っているが、
明示的なスキームとなっていないためスキームを検
討する。

PRA

条件付炉心損傷確率※2、条件付格納容器
破損確率※3といった指標を用いた評価の検討

第5回以降の特重施設の更なる活用に関する評
価の中で実施要否を含めて検討設計基準事故/重大事故等対処設備が使え

ない場合における特重施設のシステム信頼性
評価

安全裕度
評価 津波の安全裕度評価の高度化 津波評価に関する最新知見を引き続きフォローし、

より現実的な評価手法について適用を検討

〇 第7回、第8回 安全性向上評価の継続的な改善に係る会合を踏まえた今後の取り組み
安全性向上評価の継続的な改善を目的に、NRAと意見交換（公開会合）を実施しており、初回の届

出を題材にした第1回～第6回会合※1を踏まえた改善に加え、第7回（2020年12月22日）及び第8回
（2021年3月18日）会合での議論を踏まえ、以下について改善を図っていく。

※２：起因事象の発生確率を「１」とした時の炉心損傷の確率
※３：炉心損傷の発生確率を「１」とした時の格納容器破損の確率

※１：2017年7月31日から2018年3月14日にかけて実施
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参考資料
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【参考１】川内原子力発電所の概要

<川内原子力発電所>

号機 1号機 2号機

型式 加圧水型軽水炉（PWR）
［3ループ］

電気出力 89万kW 89万kW
運転開始 1984年7月 1985年11月

2013年 7月 8日 新規制基準への適合のため、原子炉設置変更許可等を申請
2015年 9月10日 川内1号機使用前検査合格、通常運転復帰
2015年11月17日 川内2号機使用前検査合格、通常運転復帰
2015年12月17日 特定重大事故等対処施設等の原子炉設置変更許可申請
2020年11月11日 川内1号機の特定重大事故等対処施設の運用開始
2020年12月16日 川内2号機の特定重大事故等対処施設の運用開始

【新規制基準関連の主要実績】

24
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● 届出書本文
第1章 安全規制によって法令への適合性が確認された範囲
第2章 安全性の向上のため自主的に講じた措置

2-1 安全性の向上に向けた継続的取組みの方針
2-2 調査等
2-3 安全性向上計画
2-4 追加措置の内容
2-5 外部評価の結果

第3章 安全性の向上のため自主的に講じた措置の調査及び分析
3-1 安全性向上に係る活動の実施状況の評価
3-2 安全性向上に係る活動の実施状況に関する中長期的な評価

第4章 総合的な評定
● 参考資料（商業機密、防護上の機密等の公開できない情報）

25【参考2】安全性向上評価届出書の構成
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26

収集対象 件 名 概 要 反映状況

運転経験
から得られた
教訓

EHガバナサーボ弁
コネクタゆるみ止め
対策の実施
（第3回届出）

デジタル式電気油圧式制御装置（EH）
のサーボ弁用信号ケーブルコネクタが振動
によりサーボ弁から外れたトラブル事象の水
平展開の必要性について検討。
（Quad Cities 1号）

ゆるみ止め防止のワイヤリング用穴のある
コネクター及びサーボ弁に取り替え、ワイヤリングに
よるゆるみ止め対策を実施。

原子炉容器上部
炉心構造物吊り上
げ時の制御棒引き上
がり
（第4回届出）

定期検査中、上部炉心構造物を吊り上
げの際、制御棒クラスタ1体が共に引き上
げられた。原因は、駆動軸取り外し軸下降
時、堆積物（スラッジ）により駆動軸取り
外し軸がスタックした状態となり、上部炉心
構造物吊り上げ時に制御棒クラスタ引き
上がり事象が発生したものと推定。
（伊方3号 ）

駆動軸取り外し軸がスタックしていないことを確認
する手順及び水中カメラによる監視手順を手順
書に追記。

安全系配管における
ガス蓄積への対応
（第4回届出）

冷態停止中に水素気体が混入し、2台の
高圧注入ポンプが破損して機能不能となっ
た。（Oconee3号）

配管への水素（ボイド）混入対策として、プラン
ト起動・停止時の余熱除去運転系統について2
系統から1系統に運用を変更。

また、クールダウン対応として蒸気発生器による
冷却の併用、１次冷却材ポンプ１台運転とし
た。

ゆるみ止め対策

【参考3】国内外の最新の科学的知見及び技術的知見から反映を行った知見の例
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 確率論的地震ハザード評価については、より現実的なハザードを設定するため、前回評価(第1回届
出)に対して、震源モデルや地震動伝ぱモデルに関する不確実さをロジックツリーの分岐に追加。

 年超過確率ごとの一様ハザードスペクトルは前回評価（第1回届出）に対して低減する傾向。

ロジックツリーの分岐に考慮した不確実さの例
（甑断層帯甑区間による地震）

一様ハザードスペクトルの比較

モデル ロジックツリーの分岐に考慮した不確実さ

震源
モデル

・ 基本モデル(L40.9km,傾斜角90度)

・ 不確かさ考慮モデル(L40.9km,傾斜角60度)

・ 不確かさ考慮モデル(L43.0km,傾斜角90度)

・ F-A断層,F-B断層の個別活動(L18.3km,14.9km) ,傾斜角90度

・ F-A断層,F-B断層の個別活動(L18.3km,14.9km) ,傾斜角60度

地震動
伝ぱモデル

・Noda et al.(2002)による距離減衰式

・断層モデルを用いた手法による地震動評価

：前回評価に対して、追加した分岐

【参考4】川内1号機第4回届出書における確率論的地震ハザードの再評価 27
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・炉心損傷防止に関する重大事故等対策の有効性評価に適用しているSPARKLE-2※１は、最適評価
が可能な解析コードであり、このSPARKLE-2を設計基準事故に適用し、より現実的な挙動を確認した。

・SPARKLE-2の解析結果は、従前の安全解析結果と比べ大きく緩和されており、判断基準に対し更な
る余裕を有することが確認できた。

✔主な解析結果
【主蒸気管破断※２】
⇒出力（熱流束）が従前の安全解析に比べて低下（熱流束最大：約12％↓約8％）
⇒従前の安全解析は局所沸騰が生じていたが、DNBR相関式の違いよりも主にSPARKLE-2※１

を用いることによる効果により、局所沸騰が生じなかった
【制御棒飛び出し※２】
⇒燃料エンタルピが従前の安全解析結果に比べて低下（461↓384kJ/kg・UO2）
⇒燃料破損により発生する機械的エネルギが低下（90.5↓12.1kJ）
（PCMI（燃料ペレット／被覆管機械的相互作用）破損は起こらず浸水燃料の破裂のみ）

※１ SPARKLE-2：三菱重工業㈱が開発した１次系全体の熱流動と３次元炉心動特性との相互作用が
評価可能なプラント過渡特性解析コード

※２ SPARKLE-2の3次元炉心動特性の特徴が表れやすい事象として、炉内流動が偏る事象（主蒸気管
破断）、炉心出力分布が歪む事象（制御棒飛び出し）を選定

【参考5】設計基準事故における現実的な挙動の把握（１／２） 28
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SPARKLE-2コード主要解析結果
対象事象 項目 SPARKLE-2適用解析 従前の安全解析 判断基準

主蒸気管
破断

熱流束最大（％） 約8 約12 ―

最小DNBR 局所沸騰せず
（MG-NV相関式）

約2.47
（W-3相関式）

MG-NV※：1.22
W-3 ：1.30

制御棒
飛び出し

燃料エンタルピの最大値
（kJ/kg・UO2）

384 461 791
（圧力波発生限界）

PCMI破損及び浸水燃料の破裂(kg)
[炉心での重量割合(%)]

約19[0.02]
（PCMI破損なし） 約112[0.13] －

PCMI破損及び浸水燃料の破裂に
よって発生する衝撃圧力の持つ

機械的エネルギ（kJ）
12.1 90.5

7.3×103

（原子炉圧力容器が吸収
可能な歪みエネルギ）

※ MG-NV相関式は、米コロンビア大学で取得された管群DNB試験データに基づき開発されたDNB相関式であり、従来のW-3相関式（単管
DNB試験データに基づき開発）に比べてより精緻な予測が可能となっており、DNBR制限値が1.22に下がっている。

「制御棒飛び出し」解析結果（燃料エンタルピ）

40
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 ＳＰＡＲＫＬＥ－２適用解析
 従前の安全解析

時　間　(秒)

熱
流
束
　
　(％)

「主蒸気管破断」解析結果（熱流束）

【参考5】設計基準事故における現実的な挙動の把握（２／２） 29

40 



30

●格納容器過圧破損事象（現実的な条件の解析※１）に対して、事故対応手順に基づき、特重設備（ポンプ）
による格納容器スプレイや炉心注水を活用した場合のプラント挙動解析を実施した。
※１：原子炉設置変更許可申請における解析条件に対し、１次系圧力等の初期条件に定常誤差を含めない定格値等を用いたもの

《解析シナリオ》
格納容器過圧破損事象＋特重設備（ポンプ）による格納容器スプレイ、炉心注水

＋充てん／高圧注入ポンプ自己冷却による炉心注水

（届出書記載ケースの操作条件の考え方）
現状の事故対応手順のうち信頼性が高い特重設備や重大事故等対処設備（SA設備）のみを使用する。
特重設備の準備がSA設備より早く完了すれば、特重設備を用いた炉心注水または格納容器スプレイを実施する。その後、SA設備の準備が完了し
た場合、SA設備による対応に切り替える。ただし、燃料取替用水タンクのほう酸水を有効活用するため、充てん／高圧注入ポンプによる炉心注水実
施後、格納容器スプレイは常設電動注入ポンプではなく特重設備（ポンプ）による対応に切り替える。

【参考6】特重施設に係る現実的なプラント挙動（１／２）
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● 解析結果
Cs-137放出量や原子炉容器破損時間は以下のとおり。

項目
格納容器過圧破損事象

（ＳＡ設備＋特重施設活用）
（参考）格納容器過圧破損事象

（ＳＡ設備のみ使用）

Cs-137放出量 約0.25TBq※１ 約0.32TBq

原子炉容器
破損時間

約６２時間後※２ 約２時間後

※１：早期に特重設備（ポンプ）による格納容器スプレイが実施されることにより、格納容器過圧破損事象より低減
※２：燃料取替用水タンクの水源枯渇による炉心注水停止後に原子炉容器破損が発生

特重設備（ポンプ）により早期に格納容器スプレイを実施することで、格納容器過圧破損事象
よりセシウム放出量が２割程度低減された。

また、特重設備（ポンプ）で格納容器スプレイを実施することで、燃料取替用水タンクを炉心注
水のみに使用出来ることから、原子炉容器破損を大幅に遅延（約６０時間）できた。

なお、本解析においては、燃料取替用水タンクの枯渇により炉心注水を停止し原子炉容器破損
に至っているが、燃料取替用水補助タンク等の活用による炉心注水継続により、原子炉容器破損
に至る時間を更に遅延できる可能性がある。

31【参考6】特重施設に係る現実的なプラント挙動（２／２）
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内部事象出力時レベル１PRA 内部事象出力時レベル２PRA

【参考7】PRA結果（FV重要度）を用いた追加措置案の抽出（１／３） 32
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内部事象停止時レベル１PRA

【参考7】PRA結果（FV重要度）を用いた追加措置案の抽出（２／３） 33
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地震レベル１PRA及びレベル２PRA 津波レベル１PRA及びレベル２PRA

〇地震PRA及び津波PRAについては、レベル１PRA及びレベル２PRAのFV重要度評価結果がほぼ
同等であったことから、レベル１PRAのFV重要度評価結果を基に追加措置の検討を行った。

【参考7】PRA結果（FV重要度）を用いた追加措置案の抽出（３／３） 34
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玄海3号機第1回の例

〇 日本原子力学会標準を参考にした追加措置抽出方法
事故シーケンスグループ及び格納容器機能喪失モードのそれぞれの発生頻度とCDFやCFFへ

の寄与割合から、追加措置の検討対象とする事故シーケンスグループ及び格納容器機能喪
失モードを選定
選定した事故シーケンスグループ及び格納容器機能喪失モードの重要度に応じて、有効と考

えられる追加措置をFV重要度から抽出

重要度の高い事故シーケンスグループや
格納容器機能喪失モードに対して、重要
度に応じた追加措置を検討することで、リ
スクを効果的に低減することが可能

〇 川内第1回安全性向上評価での追加措置抽出方法
FV重要度から追加措置を抽出

玄海第1回届出から、日本原子力学会標準を参考にした追加措置の抽出を実施。

【参考8】PRAにおける追加措置抽出方法の変更 35
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【参考9】 Cs-137放出量評価及び敷地境界での被ばく評価における取り組み状況の例（1/2）

○Cs-137放出量評価

ケ
ー
ス

評価条件 評価結果 備考

事故
シーケンス

緩和設備

貫通部
DF※

Cs-137
放出量 各ケースの違い 記載箇所設計基準事故

対処設備
重大事故等
対処設備
（SA設備）

特定重大事故
等対処設備
（特重施設）

①

大破断LOCA
＋

ECCS注入失敗
＋

CVスプレイ
失敗

×
〇

×

1 5.6TBq ベース（SA設備のみ） 新規制基準
適合性設置許可

② 1 3.2TBq ①＋放射性物質のCV内挙動及び
CV外放出率を精緻化

第１回
安全性向上評価

③ 10 0.32TBq ②＋DF10考慮

第４回
安全性向上評価④ 〇

（ベントなし）
10 0.25TBq ③＋特重施設活用（ベントなし）

⑤ × 〇
（ベントあり）

10 0.79TBq ③（ただし、SA設備使用不可）
＋特重施設（ベントあり）

※ 貫通部DFは、原子炉格納容器貫通部は非常に狭く複雑な形状であるため、粒子状の放射性物質の原子炉格納容器外への漏えい過程で沈着（あるいは過剰な量であれば
目詰まり）が期待できる。
DF（Decontamination Factor：除染係数）とは、放射性物質が除去される程度を示す係数で、例として貫通部DF10の場合、粒子状物質の放出量は1/10となる。
貫通部DFについては、プラントメーカから公開文献が発行されており、第４回安全性向上評価においてはより精緻な評価とするために公知化された知見を考慮した。
〇公開文献：MHI-NES-1071 PWRプラント原子炉格納容器からの漏えいに関するエアロゾル粒子の捕集効果の設定について（三菱重工業、2020年6月）

36
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※

ケ
ー
ス

評価条件 評価結果 備考

事故
シーケンス

緩和設備

貫通部
DF

敷地境界にお
ける被ばく評価

結果
各ケースの違い 記載箇所

設計基準事故
対処設備

重大事故等
対処設備
（SA設備）

特定重大事故
等対処設備
（特重施設）

②

大破断LOCA
＋

ECCS注入失敗
＋

CVスプレイ
失敗

×
〇 ×

1 43mSv ベース 第１回
安全性向上評価

③ 10 30mSv ②＋DF10考慮

第４回
安全性向上評価

③’ 1 14mSv ②＋風向考慮

③” 10 13mSv ②＋DF考慮＋風向考慮

⑤ × 〇 10 41mSv
特重施設のみ活用
＋DF考慮＋風向考慮
（13ページグラフ記載ケース）

○敷地境界における被ばく評価

※前ページのCs-137のケースに同じ。
③’、③”は③の敷地境界における被ばく評価の感度解析結果を示す。
なお、①・④については、評価を実施していないため記載していない。

37【参考9】 Cs-137放出量評価及び敷地境界での被ばく評価における取り組み状況の例（2/2）
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1 

安全性向上評価届出の課題について 

課 題 1︓安全性向上評価届出を活用した許認可手続きの合理化 

安全性向上評価届出は、自主的・継続的な安全性向上を目的に実施しているものであるが、
これを活用し、自主的な安全性向上対策を立案したとしても、許認可手続きが必要な場合、事
業者の創意工夫を速やかに実施することができない。 

〇特定重大事故等対処施設（特重施設）は、重大事故等対処設備（SA 設備）よりも速
やかにインサービスできる可能性が高く、第 4 回届出では「設置変更許可」（設置許可）上
の使用想定である故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム（テロ等）だけでなく SA
時にも有効活用することで、安全性向上に寄与できることを確認している。 

〇加えて、特重の有効活用等が SA 設備や対応要員の適正化につながり、更なる安全性向上
に向けた活動にリソースを有効活用することができれば、更なる安全性向上を図ることができる
可能性がある。 

事象 文書 SA 設備 特重施設 

SA 設置許可、設工認 〇 × 
保安規定 〇 △ 

テロ等
設置許可、設工認 △ 〇 
保安規定 △ 〇 

〇︓事象への対処設備 △︓可能であれば使用 ×︓使用想定なし 

＜解決方針案＞ 
事業者自らが安全性向上対策を抽出して安全性向上評価で届け出ることで対策が実施できる

範囲が追加できれば、更なる安全性向上を速やかに図ることができる。 

＜具体案の例＞ 
・安全性向上評価制度を活用して安全性向上対策ができる範囲を定めたガイドラインの整備
・設置許可で示した成立性評価（解析、要員配置等）の見直しや事業者の自主的な取組み内
容（運転中保全（OLM）や保安規定における運転制限条件の改善など）が、上記ガイドライ
ンの範囲内であることを安全性向上評価で説明

 

設置許可上の使用想
定に対し、特重施設の
SA 活用等を考慮 

設置許可 
時点 

成立性評価 
(解析、要員等) 

安全性向上
評価で公表 

SA 設備や対応要員の適
正化により、更なる安全
性向上に向けた活動にリ
ソースを有効活用できれ
ば安全性が向上

2021 年 9 月 16 日 
九州電力株式会社 

安
全
レ
ベ
ル

第 4 回届出で、設置許可
上の使用想定であるテロ等
だけでなく、SA 時への有効
活用（右表「×」⇒「〇」）
により、安全性が向上するこ
とを確認 

特重施設の重大事故（SA）時への有効活用による安全性向上のイメージ 

特重施設の有効活用に
より安全性が向上
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2 
 

課 題２︓PRA及びストレステストの運用見直し 

PRA 及びストレステストを実施できるリソースは限られているが、海外知見に基づく手法の高
度化や外部事象に関する研究などの取り組みに加え、実用発電用原子炉の安全性向上評
価に関する運用ガイド（運用ガイド）に記載の内部火災、内部溢水 PRA 等の実施も予定し
ている。 

PRA 等の頻度は、設備変更等により評価結果が変わると見込まれる場合や原則 5 年ごと
の実施が運用ガイドで定められているが、新たな知見等を反映するための期間が十分に確保で
きないと、評価の実施及びその結果を届出書の形にすることに傾注し、安全性向上に向けた十
分な検討ができない可能性がある。 

 
＜解決方針案＞ 

PRA 等を安全性向上に効果的、効率的に活かすためには、設備変更時期や新知見反映時
期等を適切に考慮して PRA 等を実施することが有用である。したがって、安全性向上評価におい
て実施する PRA及びストレステストのタイミングは適切な時期に柔軟に実施できる運用とする。 

＜具体案の例＞ 
・PRA 等の評価結果が変わるような工事や新知見を考慮して事業者が策定する実施計画を安
全性向上評価で示し、柔軟に PRA 等を実施 

 
 

課 題３︓速やかな安全性向上策の実施を可能とする運用の構築 

新規制基準に適合した上での更なる安全性向上対策について、自主的に行える場合であ
れば、取組に関する自由度もあり事業者の創意工夫が生まれやすい一方、規制要求化され
る場合には、規制手続きが必要となるため、リソースの有効活用の観点から、負のインセンテ
ィブとなる。 

 
＜解決方針案＞ 

規制側も事業者の安全性向上対策の取組みの進捗が確認できる安全性向上評価の仕組
みを活用し、速やかに安全性向上対策が実施できるような運用を構築していく。 

＜具体案の例＞ 
・米国 NRC のインフォメーション・ノ－ティスのような運用で、事業者へ注意喚起し、安全性向上
評価の中で安全性を説明 

・安全性向上評価の仕組みを活用して、許認可に係る手続き等を含め、考え方を事前に相談
できるような仕組みの構築。 

  

50 



3 
 

課 題４︓安全性向上評価届出の運用の合理化 

評価・届出書作成のボリュームが多く*、かつ、頻度（原子炉毎に概ね 16 ヶ月）が高い
ことから、届出書の作成自体が目的となってしまうおそれがある。 

    

また、以下のように安全性向上評価制度と他の制度で重複している要素もあり、合理化の
余地がある。 

〇 発電所の As is化情報 
安全性向上評価第 1 章、構成管理（CM）及び原子力災害対策活動で使用する資料

（防災資料）について、ドキュメント最新化の活動を重複して行っている状況にある。 

・第 １ 章 ︓最新のプラント状態を自ら把握することを目的に、許認可文書等（設置許可申
請書、原子炉施設保安規定など）をベースに最新のプラントの設計、運用及び
安全評価を記載 

・Ｃ   Ｍ︓原子力規制検査導入にあわせ、ＣＭの充実を図ったことにより、日常的な保安活
動の中でより確実に設計情報、設備情報等の最新化管理を実施 

・防災資料︓設置許可申請書や原子炉施設保安規定などを定期的に内閣総理大臣に提出 
 

 
＜解決方針案＞ 

限られたリソースを安全性向上活動により注力できるよう、届出書に記載すべき要件（項目、
頻度等）について目的や必要性を含めて整理し、運用の合理化を検討する。 

＜具体案の例＞ 
・ ツインユニット届出の一本化 
・ 項目、頻度等の見直し 

*  川内１号機第 1 回届出書︓ 
約１４,7００ページ（ファイル２１冊） 

〇 届出書本体（添付資料含む） 
・ 第 1 章 ︓約 6,000 ページ 
・ 第 2 章 ︓約  600 ページ 
・ 第 3、4 章︓約 1,200 ページ 

〇 参考資料（非公開資料） 
・ 第 1 章関連︓約 6,600 ページ 
・ そ の 他 ︓約  300 ページ 
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《参考︓構成管理（CM）とは》 
 
構成管理（Configuration Management ; CM） 

原子力発電所の構築物、系統及び機器が設計で要求したとおりに制作・設置され、運転・維持
（保全）されていることを確認、保証する仕組みであり、以下の「設計要件」、「施設構成情報」、「物
理的構成」の３つの要素を均衡に保つことにより、原子力発電所の諸活動を安全かつ適切に実施でき
ることを保証するもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・設計要件   ︓構築物、系統及び機器がどのようなものでなければならないかという要件を含む設計に対する要求

事項。（法令、設置許可 等） 

・施設構成情報︓構築物、系統及び機器がどのようなものかを示す図書や情報。 

（設備図面 等） 

・物理的構成  ︓実際の構築物、系統及び機器。（現場機器 等） 

 

〇原子力規制検査導入にあわせて実施したＣＭの充実 
・規制要件、安全解析等を系統、機器に対して整理した文書(設計基準文書︓DBD（Design 

Basis Document)を整備。 
・3 要素の整合の確認、設計変更時の管理を確実にするために、機器マスターリストを整備。 
・CAP システムを活用して継続的に改善。 

設計要件 

 物理的 
構成 

施設構成
情報 

構成管理(CM)概念図 
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